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周
保
松
・
倉
田
徹
・
石
井
知
章
著

香
港
雨
傘
運
動
と
市
民
的
不
服
従 

│
│「
一
国
二
制
度
」の
ゆ
く
え

〈
社
会
評
論
社
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
、
二
二
四
頁
〉

　
二
〇
二
〇
年
六
月
三
〇
日
、「
香
港
国
家

安
全
維
持
法
」
が
施
行
さ
れ
、
五
〇
年
間
不

変
を
国
際
的
に
約
束
さ
れ
て
い
た
「
一
国
二

制
度
」
は
死
ん
だ
。
翌
七
月
一
日
、
こ
れ
に

抗
議
す
る
人
々
を
警
官
隊
が
暴
力
的
に
制
圧

し
、
三
七
〇
人
が
逮
捕
さ
れ
た
。「
国
境
」

の
向
こ
う
の
深
圳
で
は
、
中
国
の
「
武
警
」

が
威
嚇
す
る
よ
う
に
駐
屯
し
て
い
た
。

　
思
い
返
せ
ば
一
九
九
七
年
七
月
一
日
、

「
香
港
返
還
」
な
ど
報
道
は
祝
賀
基
調
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、「
一
国
二
制
度
」
な
る

も
の
が
、
名
実
と
も
に
約
束
通
り
の
期
間
維

持
さ
れ
る
の
か
、
筆
者
自
身
全
く
確
信
が
持

て
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、「
植
民
地
の
時

代
の
終
焉
」
に
祝
杯
を
挙
げ
る
気
に
は
、
全

く
な
れ
な
か
っ
た
。

　
す
で
に
一
九
八
九
年
、
民
主
化
要
求
に
銃

口
を
向
け
た
「
六
四
」
事
件
に
よ
っ
て
、
中

国
共
産
党
は
一
党
独
裁
を
何
と
し
て
も
死
守

す
る
と
内
外
に
宣
言
し
て
い
た
。
け
れ
ど

も
、「
六
四
」
の
鮮
血
は
遠
く
東
欧
へ
飛

び
、
一
党
独
裁
の
「
社
会
主
義
国
」
が
次
々

と
崩
壊
し
て
い
っ
た
。
一
党
独
裁
の
本
家

「
ソ
連
邦
」
も
、
一
九
九
一
年
末
、
消
滅
し

た
。
一
方
、「
社
会
主
義
市
場
経
済
」
中
国

は
、
諸
外
国
の
支
援
と
協
力
と
で
「
発
展
」

し
、「
韜
光
養
晦
」
か
ら
「
大
国
崛
起
」
へ

と
舵
を
切
り
、
い
ま
や
「
一
帯
一
路
」
を
掲

げ
つ
つ
覇
権
主
義
の
様
相
さ
え
呈
し
始
め
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
な
か
、
二
〇
一
四
年
秋
、
の
べ

七
九
日
間
に
わ
た
り
香
港
中
心
部
で
展
開
さ

れ
た
の
が
「
雨
傘
運
動
」
で
あ
っ
た
。「
警

官
の
ペ
ッ
パ
ー
・
ス
プ
レ
ー
や
催
涙
弾
に
よ

る
攻
撃
」
に
対
す
る
雨
傘
が
「
海
の
よ
う
に

繋
が
っ
て
い
る
風
景
」（
二
五
頁
）
か
ら
つ

い
た
名
称
で
あ
る
。
そ
の
本
質
は
「
市
民
的

不
服
従
」
に
あ
っ
た
。
本
書
は
、
運
動
に
深

く
関
わ
っ
た
周
保
松
（
香
港
中
文
大
学
副
教

授
）
の
講
演
と
倉
田
徹
（
立
教
大
学
教
授
）

の
コ
メ
ン
ト
を
中
心
に
多
く
の
写
真
、
石
井

知
章
（
明
治
大
学
教
授
）
の
解
説
な
ど
を
お

さ
め
て
い
る
。

　
当
事
者
周
保
松
の
言
を
紹
介
し
て
お
こ

う
。「
雨
傘
運
動
は
…
…
最
終
的
に
い
か
な

る
実
質
的
か
つ
目
に
見
え
る
政
治
的
成
果
も

得
ら
れ
な
か
っ
た
」（
一
〇
一
頁
）
が
、
民

主
化
運
動
で
あ
り
「
世
界
に
お
け
る
市
民
的

不
服
従
の
歴
史
に
き
わ
め
て
重
要
な
事
例
を

残
し
」、
さ
ら
に
「
雨
傘
運
動
が
香
港
人
の

主
体
意
識
と
共
同
体
意
識
を
根
本
的
に
変
え

た
」
が
ゆ
え
に
、「
雨
傘
運
動
は
ま
だ
終

わ
っ
て
い
な
い
」（
一
〇
二

－

一
〇
五
頁
）。

反
対
運
動
が
国
際
的
注
目
を
浴
び
る
中
、
北

京
で
「
香
港
国
家
安
全
維
持
法
」
が
制
定
さ

れ
た
。
中
国
は
そ
れ
を
「
法
治
」
と
い
い
、

中
国
外
に
あ
っ
て
も
、
外
国
人
で
あ
っ
て
も

反
中
国
的
言
動
や
思
想
が
取
締
の
対
象
に
な

る
（
同
法
第
三
八
条
）。

　
中
国
は
「
和
平
演
変
」
に
よ
る
社
会
主
義

支
配
の
倒
壊
を
恐
れ
つ
つ
、
台
湾
の
吸
収
合

併
を
目
論
ん
で
い
る
。「
一
国
二
制
度
」
の

実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、「
今
日
の

香
港
は
明
日
の
台
湾
」
と
い
う
声
が
き
か
れ

る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。 

（
三
好 

章
）


